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お知 せら

夏
の
交
通
事
故
防
止

県
民
総
ぐ
る
み
運
動

　

夏
の
時
期
は
、
暑
さ
や
行
楽
な

ど
に
よ
る
疲
労
、
開
放
感
に
よ
る

無
謀
運
転
な
ど
が
増
加
す
る
こ
と

に
伴
い
、
交
通
事
故
が
多
発
す
る

傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

市
民
一
人
一
人
が
交
通
安
全
意

識
を
高
め
、交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
・

交
通
マ
ナ
ー
を
実
践
し
、
交
通
事

故
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

●
期
間　

7
月
16
日
︵
金
︶
～
7

月
25
日
︵
日
︶

●
運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

ゆ
ず
り
あ
い　
﹁
お
先
に
ど
う
ぞ
﹂

で　

事
故
ゼ
ロ
へ

●
運
動
の
重
点

▽
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故

防
止

▽
道
路
横
断
中
の
交
通
事
故
防
止

▽
飲
酒
運
転
、
無
免
許
運
転
お
よ

び
速
度
超
過
な
ど
悪
質
・
危
険
な

運
転
の
根
絶

▽
自
転
車
の
交
通
事
故
防
止

▽
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い

着
用
の
徹
底

●
問
い
合
わ
せ
先　

生
活
環
境
課

︵
☎
37
２
１
４
４
︶

◎
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
が
不
安
な
方
︑
移
動
が
困

難
な
方
な
ど
の
た
め
︑
自
宅
か
ら

相
談
員
の
顔
を
見
て
相
談
で
き
る

オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
を
行
っ
て
い
ま

す
︒

　
希
望
す
る
方
は
︑
生
活
環
境
課

に
予
約
く
だ
さ
い
︒

●
こ
こ
ま
で
の
相
談
場
所
・
問
い

合
わ
せ
先　

生
活
環
境
課
（
☎
37

２
１
４
４
）

生
活
困
り
ご
と
相
談

　

経
済
的
な
困
り
ご
と
な
ど
、
気

軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

　

月
～
金
曜
日
︵
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
︶、
8
時
30
分
～
17

時
、
生
活
サ
ポ
ー
ト
相
談
セ
ン

タ
ー
︵
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
︵
は

ま
な
す
館
︶内　

☎
36
２
０
１
５
︶

東
日
本
大
震
災
　
　
　

無
料
困
り
ご
と
相
談
・

法
律
相
談
会

　

震
災
以
降
に
借
金
の
返
済
が
滞

り
多
重
債
務
に
陥
っ
た
な
ど
、
震

災
に
関
連
し
た
消
費
生
活
相
談
に

つ
い
て
無
料
法
律
相
談
を
行
い
ま

す
。

※ 

１
回
の
相
談
時
間
は
30
分
で
す
。

確
認
事
項
が
あ
り
ま
す
の
で
、

希
望
す
る
方
は
事
前
に
生
活
環

境
課
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

※ 

相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、
相
談

が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

●
日
時　

平
日　

13
時
～
17
時

※
曜
日
に
よ
っ
て
相
談
員
・
相
談

　

時
間
が
変
わ
り
ま
す
。
次
の
相

　

談
員
の
項
目
で
確
認
く
だ
さ
い
。

●
相
談
員　

▽
福
島
県
弁
護
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
原
発
事
故
に
よ

る
損
害
賠
償
、
多
重
債
務
な
ど

月
・
木
曜
日　

15
時
～
17
時

▽
司
法
書
士
会

主
な
相
談
内
容
＝
震
災
に
よ
る
多

重
債
務
な
ど

火
・
金
曜
日　

13
時
～
15
時

※ 

債
務
の
金
額
に
よ
っ
て
は
、
相

談
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▽
杜
都
法
律
事
務
所

主
な
相
談
内
容
＝
原
発
事
故
に
よ

る
損
害
賠
償
、
多
重
債
務
な
ど

●
日
時

①
7
月
6
日
︵
火
︶

②
7
月
19
日
︵
月
︶

13
時
～
16
時
30
分

行
政
相
談

●
日
時　

7
月
13
日
︵
火
︶
10
時

～
12
時

多
重
債
務
相
談

●
日
時
　
毎
日
︵
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
。︶

8
時
30
分
～
17
時

　

必
要
に
応
じ
て
弁
護
士
相
談
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

市
民
相
談

●
日
時
　
毎
日
︵
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
。︶

8
時
30
分
～
17
時

交
通
事
故
相
談

●
日
時

①
7
月
8
日
︵
木
︶

②
7
月
15
日
︵
木
︶

9
時
～
17
時

消
費
生
活
相
談

　

訪
問
販
売
・
商
品
ト
ラ
ブ
ル
な

ど
に
つ
い
て
。

●
日
時　

毎
日
︵
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
。︶

8
時
30
分
～
17
時

そ
相
談
く
だ
さ
い

被災した家屋などの解体・撤去受け付けを延長します
　市は、令和 3 年福島県沖地震の影響により損壊（半壊以上）した市内の家屋などの解体・撤去の申請受
け付けを、7 月 30 日（金）まで延長します。
　解体・撤去を希望する方は、受付期限までに申請ください。
●受付期限　7 月 30日（金）
※土・日曜日、祝日を除く。

●問い合わせ先　都市整備課（☎ 37-2159）　
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※診療時間は 9:00 ～ 16:00

休日の当番歯科医

休日の当番医

献血に協力を

7 月の行事予定　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（6 月 15 日現在）

月日 行事名 場所

7 月 8 日（木）
福島県民共済相馬地区移動相談会

（電話予約制）
市民会館

7月10日（土）
そうま音楽夢工房第 68 回演奏会

口笛コンサート in 相馬
市民会館

7月24日（土） 野馬追の郷歌うま大会 市民会館

※診療時間は 9:00 ～ 16:00
※救急医療病院は公立相馬総合病院（☎ 36-5101）
　　　　　　　　相馬中央病院　  　（☎ 36-6611）

7 月 4 日（日 ) ヒロシ歯科クリニック 中 村 字 塚 田 35-0567

7 月 11 日（日 ) 相馬中央病院（歯科） 沖ノ内三丁目 36-6611

7 月 18 日（日 ) あべ歯科医院 馬場野字山越 36-5511

7 月 22 日（木 ) 渡辺病院（歯科） 新地町駒ヶ嶺 63-2141

7 月 23 日（金 ) 木幡歯科医院 南相馬市鹿島区 46-2244

7 月 25 日（日 ) 馬陵歯科診療所 中 村 字 塚 田 36-1888

7 月 4 日（日 ) 羽根田医院 沖ノ内二丁目 35-2970

7 月 11 日（日 ) 相馬中央病院 沖ノ内三丁目 36-6611

7 月 18 日（日 ) ふなばし内科クリニック 中 村 字 塚 田 35-1500

7 月 22 日（木 ) 早川医院 中 村 字 泉 町 37-3500

7 月 23 日（金 ) すぎやまこどもクリニック 大曲字大毛内 26-5111

7 月 25 日（日 ) 八巻クリニック 中 村 一 丁 目 37-7117

月日 時間 場所

7 月 1 日（木） 10：00 ～ 16：30 市民会館駐車場
（街頭献血キャンペーン）

8 月 4 日（水）

10：00 ～ 12：00 オリエンタルモーター株式会社

13：30 ～ 15：00 フジモールド工業株式会社

16：00 ～ 17：00 相馬地方広域水道企業団

※採血は医師の診断の上、行います。

ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
分

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る
中
で
、

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
の
生
活
を

支
援
す
る
た
め
、
子
育
て
世
帯
生

活
支
援
特
別
給
付
金
︵
ひ
と
り
親

世
帯
以
外
の
低
所
得
の
子
育
て
世

帯
分
︶
を
支
給
し
ま
す
。

●
支
給
対
象
者
（
①
︑
②
の
両
方

に
当
て
は
ま
る
方
）

①
令
和
3
年
3
月
31
日
時
点
で
18

歳
未
満
の
児
童
︵
障
が
い
児
の
場

合
20
歳
未
満
︶
を
養
育
す
る
父
母

な
ど

※ 

令
和
3
年
4
月
1
日
か
ら
令
和

4
年
2
月
28
日
に
生
ま
れ
た
児

童
を
養
育
す
る
父
母
も
対
象
に

な
り
ま
す
。

②
令
和
3
年
度
住
民
税
︵
均
等

割
︶
が
非
課
税
の
方
、
ま
た
は
令

和
3
年
1
月
1
日
以
降
の
収
入
が

急
変
し
、
住
民
税
非
課
税
相
当
の

収
入
と
な
っ
た
方

※ 

ひ
と
り
親
世
帯
分
の
子
育
て
世

帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
を
受

け
取
っ
た
方
は
対
象
外
で
す
。

●
支
給
額　

児
童
1
人
当
た
り
5

万
円

●
給
付
金
の
手
続
き

①
令
和
3
年
4
月
分
の
児
童
手
当

ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受

給
者
で
令
和
3
年
度
住
民
税
︵
均

等
割
︶
が
非
課
税
の
方
は
申
請
不

要
で
す
。

※
対
象
者
に
は
通
知
し
ま
す
。

②
右
記
以
外
の
方
︵
高
校
生
の
み

養
育
し
て
い
る
方
、
収
入
が
急
変

し
た
方
、
公
務
員
な
ど
︶
は
申
請

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
申
請
書
と

添
付
書
類
を
提
出
く
だ
さ
い
。

※ 

必
要
書
類
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
く
だ
さ
い
。

※ 

申
請
書
は
市
役
所
1
階
社
会
福

祉
課
で
配
布
す
る
ほ
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
申
請
期
限
　
令
和
4
年
２
月
28

日
︵
月
︶

●
給
付
方
法

①
の
方
は
児
童
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
振
込
時
の
指
定
口
座
に

振
り
込
み
ま
す
。

②
の
方
は
申
請
時
に
指
定
し
た
口

座
に
振
り
込
み
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

社
会
福
祉
課

︵
☎
37
２
２
０
４
︶

災
害
へ
備
え
ま
し
ょ
う

　

災
害
は
い
つ
、
ど
こ
で
起
こ
る

か
分
か
り
ま
せ
ん
。
災
害
が
起
き

て
も
慌
て
ず
に
行
動
が
で
き
る
よ

う
、
事
前
の
備
え
が
大
切
で
す
。

●
事
前
に
備
え
る
こ
と

▽
防
災
メ
ー
ル
の
登
録
▽
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
の
確
認
▽
避
難
所
の
場

所
や
避
難
ル
ー
ト
、
避
難
方
法
の

確
認
▽
非
常
持
ち
出
し
品
︵
非
常

食
や
薬
、貴
重
品
な
ど
︶
の
準
備
、

確
認　

●
問
い
合
わ
せ
先　

地
域
防
災
対

策
室
︵
☎
37
２
１
２
１
︶

　

県
は
、
い
つ
起
こ
る
か
分
か
ら

な
い
水
害
に
備
え
る
た
め
、
防
災

の
啓
発
動
画
を
作
成
し
ま
し
た
。

　

令
和
元
年
東
日
本
台
風
の
水
害

体
験
を
基
に
作
成
さ
れ
た
動
画
を

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

県
庁
危
機
管

理
課
︵
☎
０
２
４
︱
５
２
１
︱

８
６
５
１
︶

防
災
啓
発
動
画
（
水
害
）

こ
れ
ま
で
の
大
丈
夫

が
、
い
ま
危
な
い

ホームページは
　 こちらから

ホームページは
　 こちらから

お知 せら
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ごみは市の指定袋に入れて捨ててください
　指定の袋以外で、または「ペットボトル」と「缶、びん」が混在して捨てられる
場合があります。
　市の指定袋は、ごみが正しい分別になっているか収集時に確認できるよう、中身
が見えるようになっており、混在して捨てられたごみは収集しません。
　指定袋を使い、分別ルールを守ってごみを捨てましょう。
●問い合わせ先　生活環境課（☎ 37-2143）

夏のイベント
の規模縮小・

中止情報

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
次
の

イ
ベ
ン
ト
を
規
模
縮
小
し
て
開
催

ま
た
は
中
止
し
ま
す
。

︻
規
模
縮
小
開
催
す
る
も
の
︼

●
相
馬
野
馬
追　

市
内
野
馬
追
行

事
は
、
人
数
制
限
な
ど
を
行
い
、

開
催
予
定
。

▽
出
陣
安
全
祈
願
祭　

7
月
23
日

︵
金
︶

▽
お
繰
り
出
し
お
行
列　

7
月
24

日
︵
土
︶

※ 

ギ
ャ
ラ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
は
、
観

客
の
密
集
を
避
け
る
た
め
中
止

し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先
　
商
工
観
光
課

︵
☎
26
４
８
４
８
︶

︻
中
止
が
確
定
し
た
も
の
︼

●
瓜
市　

▽
問
い
合
わ
せ
先　

瓜
市
実
行

委
員
会
事
務
局
︵
☎
35
２
０
４

７
︶

●
相
馬
盆
唄
大
会
・
相
馬
盆
踊
り

大
会

▽
問
い
合
わ
せ
先　

市
観
光
協
会

︵
☎
35
３
３
０
０
︶

●
期
間　

7
月
17
日
︵
土
︶
～
8

月
22
日
︵
日
︶
９
時
～
16
時

●
駐
車
場　

272
台
︵
無
料
︶

※
密
集
を
避
け
る
た
め
、
入
場
規

　

制
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
利
用
上
の
注
意

▽
遊
泳
区
域
外
で
は
泳
が
な
い
で

　

く
だ
さ
い
。

▽
水
上
バ
イ
ク
は
禁
止
で
す
。

▽
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
や
花
火
な
ど
火

気
の
使
用
、
ほ
か
の
利
用
者
に
危

険
、迷
惑
と
な
る
行
為
は
厳
禁
で
す
。

▽
監
視
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ

さ
い
。

▽
ご
み
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
飲
酒
後
は
泳
が
な
い
で
く
だ
さ

い
。

︻
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

防
止
対
策
︼

▽
海
水
浴
場
に
行
く
前
に
体
温
測

定
、
健
康
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
、
体

調
が
す
ぐ
れ
な
い
と
き
は
自
粛
く

だ
さ
い
。

▽
人
と
の
間
隔
は
、
で
き
る
だ
け

２
メ
ー
ト
ル
︵
最
低
１
メ
ー
ト

ル
︶
確
保
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
・
手
洗
い
を
徹

底
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
グ
ル
ー
プ
の
人
と
は
対
面
で
な

く
横
並
び
で
座
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

市
観
光
協
会

︵
☎
35
３
３
０
０
︶

原
釜
尾
浜
海
水
浴
場
海
開
き
・
避
難
経
路
の
お
知
ら
せ

②「船越夕顔観世音」
尾浜字船越 169
▽避難ルートⒷ
▽避難距離　約 420m
▽所要時間　約 11 分

③「高平公園」

尾浜字高塚 217
▽避難ルートⒸ
▽避難距離　約 620m
▽所要時間　約 17 分　

①「津神社」
原釜字大津 239
▽避難ルートⒶ
▽避難距離　約 580m
▽所要時間　約 16 分

←松川浦方面 防災緑地

尾浜こども公園

●避難場所および経路　

Ⓐ

Ⓑ
Ⓒ

②
③

①

※海水浴場内と避難経路線上に避難案内看板があり
　ます。
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国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
の
皆
さ
ん
へ
　
●
問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課
︵
☎
37
２
１
４
０
︶

限
度
額
適
用
認
定
証

標
準
負
担
額
減
額
認

定
証

更
新
時
期
で
す

　

現
在
お
使
い
の
認
定
証
の
有
効

期
限
は
、
７
月
31
日
で
す
。
８
月

１
日
以
降
も
引
き
続
き
認
定
が
必

要
な
方
は
、
更
新
の
手
続
き
が
必

要
で
す
。

※ 

国
民
健
康
保
険
か
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
に
よ
り
手
続
き
が
異

な
り
ま
す
。

●
受
付
開
始
日

　
　

7
月
15
日
（
木
）

︻
国
民
健
康
保
険
の
方
︼

　

次
の
書
類
を
持
参
の
上
、
市
役

所
1
階
保
険
年
金
課
で
手
続
き
く

だ
さ
い
。

▽
保
険
証
▽
は
ん
こ
▽
顔
写
真
入

り
の
身
分
証
明
書
や
介
護
保
険
証

な
ど

※ 

過
去
１
年
以
内
に
、
90
日
を
超

え
て
入
院
し
て
い
る
方
は
、
そ

れ
を
確
認
で
き
る
書
類
︵
領
収

書
・
入
院
証
明
書
な
ど
︶。

︻
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
方
︼

　

７
月
31
日
ま
で
有
効
の
限
度
額

証
を
交
付
さ
れ
て
い
る
方
は
、
今

年
度
か
ら
自
動
的
に
更
新
さ
れ
ま

す
の
で
、
更
新
手
続
き
は
不
要
で

　

有
効
期
間
が
７
月
31
日
ま
で
の

国
民
健
康
保
険
一
部
負
担
金
等
免

除
証
明
書
、
ま
た
は
東
日
本
大
震

災
後
期
高
齢
者
医
療
一
部
負
担
金

等
免
除
証
明
書
を
お
持
ち
の
方

で
、
次
の
事
項
に
該
当
す
る
方
は

免
除
期
間
が
延
長
さ
れ
ま
す
。

※ 

期
間
が
延
長
さ
れ
る
方
の
免
除

証
明
書
は
、
７
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。

●
対
象　

▽
帰
還
困
難
区
域
等
の
被
災
者

免
除
期
間
が
延
長

と
な
り
ま
す

一
部
負
担
金
等
免
除
証
明
書

を
お
持
ち
の
方
へ

▽
旧
避
難
指
示
区
域
等
・
旧
居
住

制
限
区
域
等
で
上
位
所
得
層
以
外

の
被
災
者

※
上
位
所
得
層
と
は
、
同
じ
世
帯

　

の
国
保
加
入
者
全
員
、
ま
た
は

　

後
期
高
齢
者
全
員
の
令
和
2
年

　

中
の
所
得
の
合
計
が
、
基
礎
控

　

除
分
を
除
い
て

600
万
円
を
超
え

　

る
世
帯
。

●
延
長
後
の
有
効
期
限

令
和
4
年
2
月
28
日
（
月
）

※ 

所
得
の
申
告
が
済
ん
で
い
な
い

な
ど
の
理
由
で
、
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
る
方
の
所
得

確
認
が
で
き
な
い
方
が
い
る
場

合
は
、
一
部
負
担
金
等
免
除
証

明
書
を
交
付
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
注
意
く
だ
さ
い
。

　8 月 1 日以降に使用できる
新しい被保険者証を７月下旬
に郵送します。
　手元に届いたら必ず住所・
氏名を確認の上、使用くださ
い。
　使用期限が切れた被保険者
証は、8 月以降に裁断し廃棄

（燃やすごみ）してください。

更新になります

国民健康保険被保険
者証・後期高齢者医
療被保険者証

（
国
民
健
康
保
険
の
方
）

︻
被
保
険
者
証
と
高
齢
受
給

者
証
が
一
つ
に
な
り
ま
す
︼

　

８
月
１
日
よ
り
、
こ
れ
ま
で

別
々
に
交
付
し
て
い
た
﹁
被
保
険

者
証
﹂
と
﹁
高
齢
受
給
者
証
﹂
を

一
体
化
し
70
歳
～
74
歳
の
被
保
険

者
に
は
﹁
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受

給
者
証
﹂
を
交
付
し
ま
す
。

●
変
更
点

▽
高
齢
受
給
者
証
の
単
体
交
付
を

廃
止

▽
名
称
を
﹁
被
保
険
者
証
﹂
か
ら

﹁
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
﹂

に
変
更

▽
一
部
負
担
金
割
合
の
記
載
を
追

加

●
忘
れ
ず
に
国
民
健
康
保
険
脱

退
・
加
入
を
届
け
出
く
だ
さ
い

　

勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
が
届
い
て

い
る
方
は
国
保
脱
退
の
届
け
出
が

必
要
で
す
。

　

勤
務
先
の
健
康
保
険
証
と
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
両
方
を

持
参
の
上
、
市
役
所
1
階
保
険
年

金
課
窓
口
で
手
続
き
く
だ
さ
い
。

　

勤
務
先
の
健
康
保
険
を
脱
退
し

国
保
に
加
入
す
る
場
合
は
、
勤
務

先
か
ら
発
行
さ
れ
る
健
康
保
険
資

格
喪
失
証
明
書
を
持
参
く
だ
さ
い
。

︻
10
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
が
被
保
険
者
証
と
し

て
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
（
予
定
）︼

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
被
保

険
者
証
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に

は
、
登
録
が
必
要
で
す
。

　

登
録
の
申
し
込
み
は
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
か
ら
で
き
ま
す
。

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン

を
使
う
の
が
不
慣
れ
な
方
は
、
気

軽
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

す
。

※ 

８
月
１
日
か
ら
使
え
る
限
度
額

証
は
7
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

◎
７
月
31
日
ま
で
有
効
の
限
度
額

証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、

８
月
１
日
か
ら
使
え
る
限
度
額
証

の
交
付
を
受
け
る
場
合
、
手
続
き

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
写
真
付
き

の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
︵
運

転
免
許
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
な
ど
︶
を
持
参
の
上
、
市
役
所

1
階
保
険
年
金
課
で
手
続
き
く
だ

さ
い
。

令
和
3
年
度
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

お知 せら
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収
入
が
少
な
い
な
ど
の
理
由
で

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
方
を
対
象
に
、
保
険
料
の
免
除

申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。
保
険
料

を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
い
る
と
、

将
来
受
け
取
れ
る
年
金
が
減
る
だ

け
で
は
な
く
、
障
害
年
金
や
遺
族

年
金
が
受
け
取
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
免
除
制
度
を
活
用

く
だ
さ
い
。

●
受
付
開
始
日　

７
月
１
日︵
木
︶

●
対
象
期
間　

７
月
分
か
ら
令
和

４
年
６
月
分
ま
で
︵
１
年
間
︶

※ 

免
除
申
請
は
、
２
年
１
カ
月
前

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
前
年
度
な
ど
の
申
請
を

忘
れ
た
方
は
、
本
年
度
分
と
併

せ
て
申
請
く
だ
さ
い
。

●
免
除
の
種
類　

保
険
料
の
全
額

が
免
除
さ
れ
る
﹁
全
額
免
除
﹂
の

ほ
か
、
一
部
が
免
除
さ
れ
る
﹁
４

分
の
１
免
除
﹂、﹁
半
額
免
除
﹂、﹁
４

分
の
３
免
除
﹂
な
ど
が
あ
り
、
本

人
、
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
の
所

得
に
よ
っ
て
決
定
し
ま
す
。

●
留
意
事
項

▽
所
得
な
ど
が
未
申
告
の
場
合
は
、

市
役
所
1
階
税
務
課
な
ど
で
申
告

が
必
要
で
す
。

▽
前
年
度
に
一
部
免
除
と
な
っ
た

方
や
失
業
に
よ
る
特
例
免
除
な
ど

を
受
け
た
方
は
、
本
年
度
も
申
請

が
必
要
で
す
。

▽
審
査
結
果
は
、
受
け
付
け
か
ら

２
～
３
カ
月
後
に
日
本
年
金
機
構

よ
り
送
付
さ
れ
ま
す
。

︻
失
業
に
よ
る
特
例
免
除
︼

●
対
象
者
　
事
業
を
休
廃
止
ま
た

は
会
社
な
ど
を
退
職
し
た
方

●
必
要
書
類　

雇
用
保
険
の
離
職

票
の
写
し
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
の
写
し
な
ど

︻
令
和
3
年
福
島
県
沖
地
震
の
被

害
に
よ
る
特
例
免
除
︼

●
対
象
者　

本
人
お
よ
び
配
偶
者
、

世
帯
員
の
財
産
に
２
分
の
１
以
上

の
損
害
を
受
け
た
方

●
必
要
書
類
な
ど　

半
壊
以
上
の

罹
災
証
明
書
の
写
し
ま
た
は
被
災

状
況
届
︵
罹
災
証
明
書
で
損
害
額

が
分
か
る
場
合
は
不
要
︶

※ 

保
険
金
が
支
払
わ
れ
た
場
合
は
、

金
額
を
確
認
で
き
る
証
明
書
の

写
し
も
持
参
く
だ
さ
い
。

※ 

令
和
元
年
東
日
本
台
風
の
被
害

に
よ
る
特
例
免
除
は
、
７
月
分

以
降
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
の

で
注
意
く
だ
さ
い
。

︻
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
る
特
例
免
除
︼

●
対
象
者　

次
の
条
件
を
満
た
す

方▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

が
原
因
で
、
令
和
２
年
２
月
以
降

の
収
入
が
減
少
し
た
方

▽
所
得
額
が
保
険
料
免
除
に
該
当

す
る
金
額
ま
で
低
下
す
る
見
込
み

が
あ
る
方

●
必
要
書
類
な
ど　

所
得
の
申
立

書
︵
臨
時
特
例
用
︶

※ 

詳
細
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

︻
原
発
事
故
に
よ
る
特
例
免
除
︼

●
対
象
者　

避
難
指
示
・
屋
内
退

避
指
示
を
受
け
た
市
町
村
に
住
所

が
あ
っ
た
方

※ 

申
請
書
に
震
災
当
時
の
住
所
を

記
載
す
る
だ
け
で
、
免
除
を
受

け
ら
れ
ま
す
。

︻
出
産
に
よ
る
免
除
︼

●
対
象
者　

出
産
日
が
平
成
31
年

２
月
１
日
以
降
の
方

※ 

出
産
と
は
妊
娠
85
日
以
上
の
出

産
を
い
い
ま
す
。︵
死
産
、流
産
、

早
産
な
ど
を
含
み
ま
す
。︶

※ 
出
産
に
よ
る
免
除
が
承
認
さ
れ

た
期
間
は
、
保
険
料
を
納
付
し

た
場
合
と
同
じ
で
、
将
来
受
け

取
れ
る
年
金
は
減
り
ま
せ
ん
。

●
必
要
書
類
な
ど

▽
出
産
前
に
届
け
出
す
る
方
＝
母

子
健
康
手
帳
な
ど

▽
出
産
後
に
届
け
出
す
る
方
＝
添

付
書
類
は
不
要

※ 

出
産
し
た
方
と
子
が
別
世
帯
の

場
合
は
、
出
生
証
明
書
な
ど
出

産
日
お
よ
び
親
子
関
係
を
明
ら

か
に
す
る
書
類
が
必
要
で
す
。

●
免
除
期
間　

出
産
予
定
日
ま
た

は
出
産
日
の
前
月
か
ら
4
カ
月
間

※ 

平
成
31
年
2
～
4
月
に
出
産
し

た
方
は
、
平
成
31
年
４
月
以
降

の
保
険
料
が
対
象
で
す
。

●
申
請
時
期　

出
産
予
定
日
の
６

カ
月
前
か
ら

︻
納
付
猶
予
︼

●
対
象
者　

50
歳
未
満
の
方

※ 

本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
審

査
で
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

︻
学
生
納
付
特
例
︼

●
対
象
者　

学
生
の
方

※ 

本
人
の
所
得
審
査
の
み
で
、
在

学
中
の
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

※ 

学
生
の
方
が
免
除
申
請
す
る
場

合
は
、
学
生
納
付
特
例
が
承
認

さ
れ
ま
す
。

●
必
要
書
類
な
ど　

学
生
証
の
写

し
︵
裏
面
に
有
効
期
限
の
記
載
が

あ
る
場
合
は
裏
面
も
必
要
で
す
︶

ま
た
は
在
学
証
明
書
︵
原
本
︶
な

ど︻
免
除
期
間
の
保
険
料
は
あ
と
か

ら
納
付
で
き
ま
す
︼

　

免
除
や
納
付
猶
予
の
期
間
は
、

保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き
と

比
べ
、
将
来
受
け
取
れ
る
年
金
が

減
り
ま
す
。
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、

当
時
免
除
し
た
保
険
料
を
さ
か
の

令
和
3
年
度
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

ぼ
っ
て
納
付
す
る
こ
と
︵
追
納
︶

で
、
年
金
は
減
り
ま
せ
ん
。

※ 

過
去
の
保
険
料
を
追
納
す
る
場

合
は
、
加
算
額
が
つ
く
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
請
方
法

　

申
請
先
に
郵
送
ま
た
は
窓
口
へ

持
参
く
だ
さ
い
。

※ 

郵
送
申
請
の
場
合
は
、
日
本
年

金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
各

種
申
請
様
式
を
取
得
く
だ
さ
い
。

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

ホームページ
はこちらから

そ
申
請
受
付
中

▽
保
険
年
金
課︵
☎
37
２
１
４
１
︶

〒
９
７
６
︱
８
６
０
１　

中
村
字

北
町
６
３
︱
３

▽
日
本
年
金
機
構
相
馬
年
金
事
務

所
︵
☎
36
５
１
７
２
︶

※
音
声
案
内
に
続
い
て
、
5
を
押

　

し
て
く
だ
さ
い
。

〒
９
７
6
︱
８
５
１
０　

中
村
字

桜
个
丘
６
９
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7
月
16
日
（
金
）
か
ら
受
け
付
け
開
始

　

国
保
の
人
間
ド
ッ
ク
受
診
で
健
康
の
通
信
簿
を
つ
け
ま
し
ょ
う
！

　

定
期
的
に
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診

し
、
自
分
の
身
体
を
よ
く
知
る
こ

と
が
皆
さ
ん
の
将
来
の
健
康
を
支

え
ま
す
。
身
体
か
ら
の
危
険
信
号

を
早
め
に
キ
ャ
ッ
チ
し
て
、
重
症

化
の
予
防
に
つ
な
げ
ま
し
ょ
う
。

●
対
象
者　

市
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
で
、
昭
和
21
年
10
月
1

日
か
ら
昭
和
61
年
9
月
1
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
方

※
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
を

　

除
く
。

※ 

人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
る
方
は
、

特
定
健
康
診
査
を
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
。

●
実
施
時
期　

9
月
1
日
︵
水
︶

か
ら
令
和
4
年
2
月
28
日
︵
月
︶

ま
で
の
指
定
の
日

※
公
立
相
馬
総
合
病
院
は
10
月
以

　

降
に
実
施
。

●
実
施
医
療
機
関
と
定
員　

次
の

う
ち
希
望
す
る
医
療
機
関　

▽
相
馬
中
央
病
院
︵
月
曜
日
～
金

曜
日
︶
＝

300
人

▽
公
立
相
馬
総
合
病
院
︵
月
曜

日
・
水
曜
日
・
金
曜
日
︶
＝

120
人

●
ド
ッ
ク
検
査
項
目

※
日
帰
り
の
み
。

▽
身
体
計
測
＝
身
長
・
体
重
・
腹

囲
の
測
定
に
よ
る
肥
満
度
検
査

▽
呼
吸
器
系
検
査
＝
胸
部
︵
肺
と

心
臓
︶
疾
患
の
有
無
を
検
査

▽
循
環
器
系
検
査
＝
高
血
圧
症
、

動
脈
硬
化
と
心
臓
疾
患
の
有
無
を

検
査

▽
消
化
器
系
検
査
＝
食
道
、
胃
、

十
二
指
腸
検
査
と
便
潜
血
反
応
検

査▽
肝
機
能
系
検
査
＝
血
液
検
査
に

よ
る
肝
機
能
検
査

▽
糖
尿
病
系
検
査
＝
糖
尿
病
の
有

無
を
検
査

▽
腎
尿
路
系
検
査
＝
腎
尿
路
疾
患

の
有
無
を
検
査

▽
貧
血
系
検
査
＝
貧
血
の
有
無
を

検
査

▽
超
音
波
検
査
＝
胆
の
う
と
肝

臓
・
腎
臓
の
超
音
波
検
査

※
食
道
、
胃
、
十
二
指
腸
検
査
は
、

　

透
視
検
査
ま
た
は
内
視
鏡
検
査

　

の
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る
こ
と

　

が
で
き
ま
す
。

●
事
後
指
導
　
検
査
結
果
に
基
づ

き
、
保
健
指
導
を
必
要
と
す
る
場

合
は
医
師
の
指
示
や
保
健
師
に
よ

る
事
後
指
導
を
行
い
ま
す
。

●
受
付
開
始
日　

7
月
16
日

︵
金
︶
8
時
30
分

●
受
付
場
所　

市
役
所
1
階
保
険

年
金
課

※
7
月
16
日
の
み
市
役
所
1
階
御

　

仕
法
通
り
で
受
け
付
け
。

※
電
話
で
の
申
し
込
み
は
不
可
。

※
国
民
健
康
保
険
証
を
必
ず
持
参

　

く
だ
さ
い
。

※ 

駐
車
場
は
、
庁
舎
南
側
を
使
用

く
だ
さ
い
。

※
会
場
整
理
の
た
め
、
先
着
順
に

　

整
理
券
を
配
布
し
ま
す
。

●
料
金
︵
消
費
税
含
む
︶

自
己
負
担
額
＝
８
︑
４
０
０
円

●
受
付
期
限　

9
月
30
日
︵
木
︶

▽
来
庁
す
る
際
は
マ
ス
ク
を
着
用

し
、
入
り
口
で
手
指
消
毒
を
お
願

い
し
ま
す
。

▽
発
熱
や
咳
な
ど
の
風
邪
症
状
の

あ
る
方
、
味
覚
や
嗅
覚
の
異
常
が

あ
る
方
、
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
方

は
自
宅
で
療
養
く
だ
さ
い
。

︻
国
保
人
間
ド
ッ
ク

オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
︼

　

国
保
人
間
ド
ッ
ク
受
診
者
の
う

ち
、
希
望
す
る
方
は
実
費
で
次
の

検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
前
立
腺
が
ん
検
査　

▽
対
象
者　

50
歳
以
上
の
男
性

▽
料
金　

３
、
９
０
０
円　

●
ピ
ロ
リ
菌
検
査
（
血
液
検
査
に

よ
る
抗
体
検
査
）　

▽
対
象
者　

限
定
な
し

▽
料
金　

２
、
３
５
０
円　

●
申
し
込
み
方
法　

人
間
ド
ッ
ク

と
併
せ
て
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
の
み
の
申
し

　

込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

︻
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
ー
検

査
︼

　

国
保
人
間
ド
ッ
ク
の
検
査
に
併

せ
て
、
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン

タ
ー
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
希
望
す
る
方
は
国
保
人
間

ド
ッ
ク
受
付
時
に
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
ー
は
、

　

体
内
の
内
部
被
ば
く
線
量
を
測

　

定
す
る
機
器
で
、
機
器
の
内
部

　

に
立
っ
た
ま
ま
測
定
し
ま
す
。

　

所
要
時
間
は
着
替
え
を
含
め
て

　

10
分
程
度
で
す
。

●
費
用　

無
料

●
検
査
結
果　

保
健
セ
ン
タ
ー
か

ら
通
知
し
ま
す
。

検査の様子

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先   

保
険

年
金
課
︵
☎
37
２
１
４
０
︶

　

市
は
、
東
日
本
大
震
災
以
降
増

加
し
た
イ
ノ
シ
シ
な
ど
に
よ
る
農

作
物
被
害
を
減
ら
す
た
め
に
、
電

気
柵
の
設
置
補
助
や
鳥
獣
被
害
対

策
実
施
隊
と
連
携
し
た
有
害
鳥
獣

捕
獲
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
環
と
し
て
農
作
物
被
害

を
予
防
す
る
手
法
や
狩
猟
免
許
の

取
得
方
法
を
学
ぶ
勉
強
会
を
開
催

し
ま
す
の
で
、
農
作
物
被
害
に
お

悩
み
の
方
、
狩
猟
に
興
味
の
あ
る

方
は
ぜ
ひ
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時
　
7
月
14
日
︵
水
︶
18
時

～
19
時

●
場
所　

市
民
会
館
和
室

●
参
加
費　

無
料

●
申
し
込
み
方
法　

当
日
の
13
時

ま
で
に
農
林
水
産
課
に
電
話
で
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

農
林

水
産
課
︵
☎
37
２
１
５
１
︶

農 作 物 被 害 の 予 防 と
狩 猟 免 許 取 得 希 望 者
向け勉強会

参加者募集

住
宅
団
地
の
空
き
区
画
（
土
地
）
を
売
却
し
ま
す

お知 せら
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住
宅
団
地
の
空
き
区
画
（
土
地
）
を
売
却
し
ま
す

　

市
は
、
東
日
本
大
震
災
被
災
者

の
た
め
に
整
備
し
た
住
宅
団
地
の

土
地
を
、
一
般
の
方
に
も
対
象
を

拡
大
し
て
売
却
し
ま
す
。

●
対
象
者

▽
本
市
に
住
所
が
あ
る
方

▽
本
人
ま
た
は
親
族
が
居
住
す
る

目
的
で
建
築
予
定
の
方

※ 

そ
の
ほ
か
要
件
が
あ
り
ま
す
。

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
募
集
開
始
日　

7
月
15
日︵
木
︶

●
留
意
事
項
　
申
し
込
み
は
1
世

帯
に
つ
き
1
区
画
限
り
と
な
り
ま

す
。

※
先
着
順
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

都
市

整
備
課
︵
☎
37
２
１
６
１
︶

︻
刈
敷
田
︼

●
団
地
内
施
設
・
公
園
　
▽
刈
敷

田
南
集
会
所
▽
骨
太
公
園

●
周
辺
ア
ク
セ
ス
・
立
地
ポ
イ
ン
ト

▽
中
村
第
二
小
学
校
ま
で
約
1
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
▽
刈
敷
田
郵
便
局
ま

で
約

280
メ
ー
ト
ル
▽
医
療
機
関
ま

で
約
1
・
4
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
▽
国

道
6
号
バ
イ
パ
ス
も
近
く
、
市
街

地
へ
の
ア
ク
セ
ス
良
好

︻
山
信
田
（
鷲
山
）︼

●
団
地
内
施
設
・
公
園
　
▽
鷲
山

集
会
所
▽
鷲
山
公
園

●
周
辺
ア
ク
セ
ス
・
立
地
ポ
イ
ン
ト

▽
磯
部
小
学
校
ま
で
約
1
・
6
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
▽
水
産
加
工
施
設
・

漁
港
ま
で
約
2
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

▽
海
岸
か
ら
約
1
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
高
台
に
位
置
▽
閑
静
な
住
宅
団

地

︻
狐
穴
︼

●
団
地
内
施
設
・
公
園
　
▽
磯
部

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
▽
狐
穴

公
園

●
周
辺
ア
ク
セ
ス
・
立
地
ポ
イ
ン
ト
　

▽
磯
部
小
学
校
ま
で
約

600
メ
ー
ト

ル
▽
簡
易
郵
便
局
ま
で
約

650
メ
ー

ト
ル
▽
海
岸
か
ら
約

800
メ
ー
ト
ル

の
高
台
に
位
置
。
自
然
豊
か
で
団

地
内
に
公
園
あ
り
▽
年
代
問
わ
ず

健
康
的
に
運
動
で
き
る
環
境

令
和
3
年
度

自
衛
官
採
用
案
内

　

防
衛
省
・
自
衛
隊
は
、
次
の
と

お
り
採
用
試
験
を
行
い
ま
す
。

※
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

自
衛
隊
福
島

地
方
協
力
本
部　

相
双
地
域
事
務

所
︵
☎
23
４
７
１
２
︶

募集項目 航空学生 一般曹候補生 自衛官候補生 ( 男女）

受付期限 9 月 9 日（木）
※締切日必着。

9 月 6 日 ( 月）
※締切日必着。

応募資格

▽海自：18 歳～ 22 歳
▽空自：18 歳～ 20 歳
※ 高卒者（見込含む）ま

たは高専３年次修了者
（見込含む）

18 歳以上 33 歳未満の者
▽自衛官候補生：32 歳の者は採用予定月 1 日から起算して 3 月に
達する日の翌月の末日現在、33 歳に達していない者
▽一般曹候補生：32 歳の者は、採用予定月末日現在、33 歳に達
していない者

試験日程 9 月 20 日 ( 月）
1 次試験（筆記）

9 月 18 日（土）「午前」
1 次試験（筆記）

▽ 9 月 18 日（土）「午後」筆記試験
▽ 9 月 22 日（水）～ 24（金）の内 1
日＝口述試験・身体検査

刈敷田

山信田

狐穴

●住宅位置図

集会所

骨太公園

狐穴公園

コミュニティ
センター 地積：① 349.08 ㎡② 349.18 ㎡

価格：① 3,561,000 円② 3,562,000
円 ( 非課税 )

地積：330.81 ㎡
価格：3,375,000 円 ( 非課税 )

地積：333.91 ㎡
価格：11,053,000 円 ( 非課税 )

① ②

新沼字刈敷田 26-5

磯部字迎 292-5

①磯部字狐穴 652-11
②磯部字狐穴 652-12
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　防犯灯は、夜間における犯罪の発生防止、
児童 ･ 生徒や市民の安全を守る観点から、防
犯効果が期待できるものです。
　防犯灯は、行政区長などからの要請を踏ま
えて、電力柱などへ市が設置します。
　お住まいの地域で防犯灯が必要な場合は、
行政区長などに相談ください。
※ 電力柱などがない場合の柱の設置費用や

設置後の電気料金、防犯灯の更新費用など
の維持管理費は、地域住民（行政区）など
の負担となります。

●問い合わせ先
　地域防災対策室（☎ 37-2121）

防犯灯の設置は
行政区長などへ相談ください

　

市
は
9
月
2
日
︵
木
︶
～
8
日

︵
水
︶
の
平
日
、市
役
所
２
階
ギ
ャ

ラ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
で
﹁
第
54
回
相

馬
市
発
明
展
﹂
を
開
催
し
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
創
造
的
で
ア

イ
デ
ア
に
富
ん
だ
作
品
を
ぜ
ひ
出

品
く
だ
さ
い
。

※ 

上
位
入
賞
作
品
は
、
第
67
回
福

島
県
発
明
展
︵
郡
山
市
で
開
催

予
定
︶
に
出
品
さ
れ
ま
す
。

●
応
募
区
分　
　

▽
一
般
の
部
＝
市
内
在
住
ま
た
は

市
内
の
会
社
や
事
業
所
な
ど
に
勤

務
し
て
い
る
方

▽
児
童
・
生
徒
の
部
＝
市
内
の
小
・

中
学
校
、
高
校
に
在
籍
し
て
い
る

児
童
・
生
徒

●
募
集
作
品　

原
則
と
し
て
、
大

き
さ
が
縦
、
横
、
高
さ
と
も
に
1

メ
ー
ト
ル
以
内
、
重
量
が
20
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
内
で
発
明
お
よ
び
考
案

さ
れ
た
実
物
ま
た
は
模
型
。

※
出
品
数
は
1
人
2
点
ま
で
。

●
出
品
料　

無
料

●
募
集
期
間　

7
月
29
日
︵
木
︶

～
8
月
26
日
︵
木
︶

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

商
工

観
光
課
︵
☎
37
２
１
５
４
︶

作
品
募
集

第
54
回
相
馬
市
発
明
展

ホームページ
はこちらから

介護保険負担
限度額認定証

　

現
在
、
介
護
保
険
施
設
な
ど
を

利
用
し
て
い
て
、
市
か
ら
食
費
・

居
住
費
︵
滞
在
費
︶
に
関
す
る
負

担
限
度
額
の
認
定
を
受
け
て
い
る

方
は
、
認
定
証
の
有
効
期
限
が
７

月
31
日
で
す
。

　

８
月
以
降
も
負
担
限
度
額
認
定

証
が
必
要
な
方
は
、
７
月
30
日

︵
金
︶
ま
で
に
申
請
く
だ
さ
い
。

※ 

有
効
期
限
が
過
ぎ
た
負
担
限
度

額
認
定
証
は
、
市
役
所
１
階
健

康
福
祉
課
に
返
却
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者
　
介
護
保
険
施
設
な
ど

を
利
用
し
て
い
て
、
市
か
ら
食
費

や
居
住
費
︵
滞
在
費
︶
に
関
す
る

負
担
限
度
額
認
定
を
受
け
て
い
る

方※ 

現
在
認
定
証
を
持
っ
て
い
る
方

に
は
、
７
月
１
日
︵
木
︶
に
更

新
の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す
。

●
必
要
書
類
な
ど　

▽
負
担
限
度
額
認
定
申
請
書

▽
預
貯
金
や
有
価
証
券
に
か
か
る

通
帳
な
ど
の
写
し

※ 

口
座
情
報
、
申
請
日
時
点
で
の

最
終
残
高
を
含
む
申
請
日
か
ら

２
カ
月
前
ま
で
の
明
細
が
分
か

る
も
の
。

※ 

複
数
の
口
座
を
お
持
ち
の
場
合
、

全
て
の
通
帳
の
写
し
が
必
要
で

す
。
ま
た
、
所
得
要
件
の
確
認

の
た
め
、
配
偶
者
が
い
る
方
は
、

配
偶
者
の
通
帳
な
ど
の
写
し
も

必
要
で
す
。

◎
認
定
要
件
の
変
更　

令
和
３
年

度
介
護
保
険
法
改
正
に
よ
り
、
８

月
１
日
か
ら
認
定
要
件
な
ど
が
下

記
の
と
お
り
変
更
と
な
り
ま
す
。

※ 

申
請
書
を
提
出
し
た
場
合
で
も

認
定
基
準
に
該
当
し
な
い
場
合

は
、
負
担
限
度
額
認
定
証
の
交

付
は
で
き
ま
せ
ん
。
認
定
証
の

不
交
付
と
な
っ
た
場
合
、
別
途

通
知
を
送
付
し
ま
す
。

※ 

別
世
帯
に
配
偶
者
が
い
る
場
合

は
、
配
偶
者
の
方
も
市
民
税
非

課
税
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

健
康

福
祉
課
︵
☎
37
３
０
６
５
︶

負担段階 所得要件 預貯金額 ( 夫婦の場合 )

第 1 段階 生活保護受給者など 1000 万円以下（2000 万円以下）

第 2 段階
世帯全員が
市民税非課税
( ※ )

合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収
入額の合計額が 80 万円以下 650 万円以下（1650 万円以下）

第 3 段階① 合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収
入額の合計額が 80 万円超 120 万円以下 550 万円以下（1550 万円以下）

第 3 段階② 合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収
入額の合計額が 120 万円超 500 万円以下（1500 万円以下）

更新申請を受け付け中

※別世帯に配偶者がいる場合は、配偶者の方も市民税非課税であることが必要です。

そ
忘
れ
ず
に
申

請
く
だ
さ
い

お知 せら
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家
族
介
護
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す

　

在
宅
で
、
介
護
を
し
て
い
る
家

族
に
、
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す
。

●
対
象
者

▽
市
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
方

▽
左
記
に
記
載
す
る
介
護
が
必
要

な
方
と
同
居
し
、
日
常
的
に
介
護

を
し
て
い
る
方

︻
介
護
を
受
け
て
い
る
方
の
要
件
︼

▽
市
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
方

※
施
設
な
ど
の
入
所
者
は
除
く
。

▽
要
介
護
４
以
上
の
認
定
を
受
け

た
方

▽
12
カ
月
間
継
続
し
て
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
な
か
っ
た
方

消
防
職
員
を

募
集
し
ま
す

●
採
用
予
定
人
員　

3
人
程
度

●
受
験
資
格　

▽
平
成
6
年
4
月
2
日
か
ら
平
成

16
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

方
︵
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
︶

▽
採
用
後
、
相
馬
地
方
管
内
市
町

村
に
居
住
で
き
る
方

●
受
付
期
限
　
8
月
13
日
︵
金
︶

※
郵
送
の
場
合
、
必
着
。

●
受
付
場
所
　
相
馬
地
方
広
域
市

町
村
圏
組
合
事
務
局
総
務
課
︵
市

役
所
3
階
︶

●
第
1
次
試
験　

▽
試
験
日
＝
9
月
19
日
︵
日
︶

▽
試
験
会
場
＝
相
馬
地
方
広
域
消

防
本
部
︵
南
相
馬
市
原
町
区
高
見

町
一
丁
目
２
７
２
︶

▽
試
験
方
法
＝
教
養
試
験
︵
高
校

卒
業
程
度
︶、
体
力
試
験
、
適
性

検
査

●
第
2
次
試
験　

第
1
次
試
験
合

格
者
に
別
途
通
知
し
ま
す
。

●
申
込
用
紙　

申
込
用
紙
は
、
組

合
事
務
局
、
相
馬
地
方
広
域
消
防

本
部
、
相
馬
地
方
の
各
消
防
署
・

分
署
お
よ
び
相
馬
看
護
専
門
学
校

で
配
布
し
ま
す
。

※ 

同
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
　
相
馬

地
方
広
域
市
町
村
圏
組
合
事
務
局

総
務
課
︵
☎
35
０
２
１
１
︶

〒
９
７
６
︱
８
６
０
１

中
村
字
北
町
６
３
︱
３

入
国
警
備
官

採
用
試
験

　

試
験
の
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
︵http://w

w
w

.jinji-shiken.
go.jp/juken.htm

l

︶
を
確
認
く

だ
さ
い
。

●
受
付
期
間　

7
月
20
日
︵
火
︶

9
時
～
7
月
29
日
︵
木
︶　

※ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
が

で
き
な
い
場
合
は
、
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先
　
仙
台
出
入
国

在
留
管
理
局
総
務
課
︵
☎
０
２
２

︱
２
５
６
︱
６
０
７
６
︶

●日時
▽第 1 回＝ 7 月 31 日（土）10 時～ 11 時
▽第 2 回＝ 10 月 2 日（土）10 時～ 11 時
●場所　公立双葉准看護学院（南相馬市原町区萱
浜字巣掛場 45-76）
●申し込み方法　電話で予約ください。
●申込期限
▽第 1 回＝ 7 月 26 日（月）
▽第 2 回＝ 9 月 27 日（月）
●申込・問い合わせ先　公立双葉准看護学院

（☎ 32-0990）

公立双葉准看護学院
見学説明会

予約受付中　

ホームページ
はこちらから

※
年
間
に
１
週
間
程
度
の
シ
ョ
ー

　

ト
ス
テ
イ
の
利
用
を
除
く
。

▽
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

※
生
活
保
護
世
帯
は
除
く
。

●
支
給
額
　
介
護
を
受
け
て
い
る

方
一
人
に
つ
き
10
万
円

●
持
参
物

▽
介
護
を
受
け
て
い
る
方
の
介
護

保
険
証

▽
世
帯
全
員
の
非
課
税
証
明
書

▽
は
ん
こ

▽
対
象
者
の
通
帳

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課
︵
☎
37
２
１
７
４
︶

感染予防対策継続のお願い
　市は、現在、新型コロナワクチン集団接種を実施しています。
　十分な免疫ができるのは、2 回目接種から 7 日以上経過後とされていることから、ワクチン接種後におい
ても、引き続き感染予防対策に留意ください。
　具体的には、「3 つの密」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒
の励行などをお願いします。
●問い合わせ先　保健センター（☎ 35-4477）
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Q 　

親
か
ら
土
地
を
相
続
し
た

が
、
隣
の
土
地
と
の
境
界
が

分
か
ら
な
い
。

A 　

境
界
が
分
か
ら
な
い
場
合

は
、
最
寄
り
の
法
務
局
、
ま

た
は
市
町
村
に
備
え
付
け
て

あ
る
公
図
︵
地
図
︶
を
取
得

し
、
土
地
の
形
状
や
境
界
線

を
確
認
く
だ
さ
い
。

　

 　

な
お
、
地
積
測
量
図
が
法

務
局
に
備
え
付
け
て
あ
る
土

地
も
あ
る
の
で
、
取
得
の
上
、

境
界
線
や
境
界
杭
な
ど
を
確

認
く
だ
さ
い
。

　

 　

そ
れ
で
も
分
か
ら
な
い
場

合
は
、
最
寄
り
の
土
地
家
屋

調
査
士
に
相
談
の
上
、﹁
土

地
の
境
界
の
立
ち
合
い
﹂
ま

た
は
、﹁
境
界
の
復
元
測
量
﹂

を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

　

 　

万
一
、
隣
接
者
と
境
界
不

明
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
場

合
︵
な
っ
て
い
る
場
合
︶
は
、

福
島
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

に
併
設
さ
れ
て
い
る
﹁
境
界

紛
争
解
決
支
援
セ
ン
タ
ー
ふ

く
し
ま
﹂
や
法
務
局
の
﹁
筆

界
特
定
制
度
﹂
を
利
用
く
だ

さ
い
。

  　　

不
明
な
点
は
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。 

●
問
い
合
わ
せ
先
　

▽
福
島
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

︵
☎
０
２
４
︱
５
３
４
︱
７
８

２
９
︶

▽
福
島
地
方
法
務
局
︵
☎
０
２

４
︱
５
３
４
︱
２
０
４
５
︶

解
説　
　
　
　
　

相
続
登
記

　

相
続
登
記
を
行
わ
な
い
こ
と
で
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
諸
問
題
や
相

続
登
記
に
関
す
る
疑
問
な
ど
を
、
全
6
回
に
分
け
て
掲
載
し
ま
す
。

 

第
6
回
（
最
終
回
）　

　
　
　

隣
の
土
地
と
の
境
界
が
分
か
ら
な
い

●
日
時　

7
月
25
日
︵
日
︶

①
10
時
30
分
～
12
時

②
13
時
30
分
～
15
時

●
場
所　

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド
多
目

的
ホ
ー
ル

●
内
容　

ア
マ
ビ
エ
だ
る
ま
に
絵

付
け
を
行
い
ま
す

●
定
員　

各
回
20
人

※
先
着
順
。

●
対
象　

3
歳
以
上
の
方

※ 

小
学
生
以
下
の
お
子
さ
ん
は
、

保
護
者
同
伴
で
参
加
く
だ
さ
い
。

●
参
加
料
　
無
料

●
申
し
込
み
方
法　

当
日
受
け
付

け※
定
員
に
な
り
次
第
終
了
。

※ 

1
回
に
つ
き
3
人
ま
で
申
し
込

み
で
き
ま
す
。 

レ
ザ
ー
ク
ラ
フ
ト
教
室

●
日
時　

7
月
31
日
︵
土
︶

①
10
時
～
12
時

②
13
時
30
分
～
15
時
30
分

●
場
所　

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド
多
目

的
ホ
ー
ル

●
内
容　

レ
ザ
ー
を
使
っ
た
小
物

入
れ
作
り

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

イ
ベ
ン
ト
情
報

●
定
員　

各
回
10
人

●
対
象　

18
歳
以
上
の
方

●
講
師　

佐
藤
あ
や
子 

氏
︵
財

団
法
人
日
本
手
工
芸
指
導
協
会
初

等
科
保
有
︶

●
参
加
料　

500
円

●
申
し
込
み
方
法　

電
話
ま
た
は

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
︵
わ
く
わ

く
ラ
ン
ド
窓
口
︶
に
直
接
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限　

7
月
18
日
︵
日
︶

※ 

応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と

し
、
7
月
21
日
︵
水
︶
こ
ろ
ま

で
に
案
内
状
を
郵
送
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

相
馬
共
同
火

力
発
電
株
式
会
社
新
地
発
電
所
内

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド
︵
☎
62
４
７
２

２
、
フ
ァ
ク
ス
62
５
９
８
８　

9

時
～
17
時
︶

▽
休
館
日　

毎
週
月
曜
日
︵
月
曜

日
が
祝
日
の
場
合
は
翌
平
日
︶
お

よ
び
年
末
年
始

　

相
馬
地
方
広
域
水
道
企
業
団

は
、
市
内
の
漏
水
調
査
を
実
施
し

ま
す
。

　

調
査
は
、
水
道
企
業
団
が
委
託

し
た
調
査
員
が
、
水
道
メ
ー
タ
や

止
水
栓
な
ど
の
位
置
で
漏
水
音
が

聞
こ
え
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
ま

す
。

　

調
査
の
た
め
敷
地
内
に
調
査
員

が
立
ち
入
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
調
査
業
者　

株
式
会
社
コ
ス
モ

リ
サ
ー
チ
東
北
支
店

※
調
査
員
は
水
道
企
業
団
発
行
の

　

身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て
い
ま

　

す
。

●
調
査
期
間　

7
月
8
日
︵
木
︶

～
令
和
4
年
3
月
4
日
︵
金
︶

●
対
象
区
域　

市
内
一
円

※
玉
野
地
区
を
除
く
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

相
馬
地
方

広
域
水
道
企
業
団
施
設
課
︵
☎

35
６
７
３
６
︶ 漏水調査に

協力ください

  

ア
マ
ビ
エ
だ
る
ま
を

  

作
ろ
う

ホームページは
　 こちらから


